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（下線部分は今回改正部分） 

新 旧 備考 

陸幕会第３１７号（２７． ３． ５）別冊第３ 

陸幕会第４２０号（２７． ３．２６）一部改正 

陸幕会第４６１号（２７． ４． ６）一部改正 

陸幕会第３３６号（２８． ３．２２）一部改正 

陸幕会第 ２０号（２９． １．１３）一部改正 

陸幕会第３３０号（２９． ３．２４）一部改正 

陸幕会第 ５９号（３０． １．１９）一部改正 

 

 

駐屯地用標準契約書 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

陸上自衛隊 

 

 

 

 

陸幕会第３１７号（２７． ３． ５）別冊第３ 

陸幕会第４２０号（２７． ３．２６）一部改正 

陸幕会第４６１号（２７． ４． ６）一部改正 

陸幕会第３３６号（２８． ３．２２）一部改正 

陸幕会第 ２０号（２９． １．１３）一部改正 

陸幕会第３３０号（２９． ３．２４）一部改正 

 

 

 

駐屯地用標準契約書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

陸上自衛隊 
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新 旧 備考 

 

 

付録第１ 製造請負契約条項 

（支払遅延利息） 

第２９条 甲は、約定期間（第２６条第２項の期間をいう。以下同じ。）内に代金 
を乙に支払わない場合は、約定期間満了の日の翌日から支払いをする日ま 
での日数に応じ、未支払金額に対し年○．○パーセント（財務省告示によ 
る）（政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和２４年法律第２５６ 
号）第８条第１項本文による財務大臣が定める率）の率を乗じて計算した 
金額を遅延利息として乙に支払わなければならない。ただし、約定期間内 
に支払いをしないことが天災地変等やむを得ない理由による場合は、当該 
理由の継続する期間は約定期間に算入せず、又は遅延利息を支払う日数に 
計算しないものとする。 

 

 

付録第２ 物品売買契約条項 

（支払遅延利息） 

第１８条 甲は、約定期間（第１５条第２項の期間をいう。以下同じ。）内に代金 
を乙に支払わない場合は、約定期間満了の日の翌日から支払いをする日ま 
での日数に応じ、未支払金額に対し年○．○パーセント（財務省告示によ 
る）（政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和２４年法律第２５６ 
号）第８条第１項本文による財務大臣が定める率）の率を乗じて計算した 
金額を遅延利息として乙に支払わなければならない。ただし、約定期間内 
に支払いをしないことが天災地変等やむを得ない理由による場合は、当該 
理由の継続する期間は約定期間に算入せず、又は遅延利息を支払う日数に 
計算しないものとする。 

 

 

 

 

 

 

付録第１ 製造請負契約条項 

（支払遅延利息） 

第２９条 甲は、約定期間（第２６条第２項の期間をいう。以下同じ。）内に代金 
を乙に支払わない場合は、約定期間満了の日の翌日から支払いをする日ま 
での日数に応じ、未支払金額に対し年２．７パーセント（政府契約の支払 
遅延防止等に関する法律（昭和２４年法律第２５６号）第８条第１項本文 
による財務大臣が定める率）の率を乗じて計算した金額を遅延利息として 
乙に支払わなければならない。ただし、約定期間内に支払いをしないこと 
が天災地変等やむを得ない理由による場合は、当該理由の継続する期間は 
約定期間に算入せず、又は遅延利息を支払う日数に計算しないものとす 
る。 

 

 

付録第２ 物品売買契約条項 

（支払遅延利息） 

第１８条 甲は、約定期間（第１５条第２項の期間をいう。以下同じ。）内に代金 
を乙に支払わない場合は、約定期間満了の日の翌日から支払いをする日ま 
での日数に応じ、未支払金額に対し年２．７パーセント（政府契約の支払 
遅延防止等に関する法律（昭和２４年法律第２５６号）第８条第１項本文 
による財務大臣が定める率）の率を乗じて計算した金額を遅延利息として 
乙に支払わなければならない。ただし、約定期間内に支払いをしないこと 
が天災地変等やむを得ない理由による場合は、当該理由の継続する期間は 
約定期間に算入せず、又は遅延利息を支払う日数に計算しないものとす 
る。 

 

 

 

 

 

 

遅延利息の年率について、最新の財

務省告示が未実施であるため。 

（最新の年率が財務省より告示され

次第、別途通知する。） 
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新 旧 備考 

 

 

付録第３ 役務請負契約条項 

（支払遅延利息） 

第３１条 甲は、約定期間（第２８条第２項の期間をいう。以下同じ。）内に代金 
を乙に支払わない場合は、約定期間満了の日の翌日から支払いをする日ま 
での日数に応じ、未支払金額に対し年○．○パーセント（財務省告示によ 
る）（政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和２４年法律第２５６ 
号）第８条第１項本文による財務大臣が定める率）の率を乗じて計算した 
金額を遅延利息として乙に支払わなければならない。ただし、約定期間内 
に支払いをしないことが天災地変等やむを得ない理由による場合は、当該 
理由の継続する期間は約定期間に算入せず、又は遅延利息を支払う日数に 
計算しないものとする。 

 

 

付録第４ 糧食品売買契約条項 

（支払遅延利息） 

第１３条 甲は、前条に規定する約定期間内に代金を乙に支払わない場合は、約定 
期間満了の日の翌日から支払いをする日までの日数に応じ、未支払金額に 
対し年○．○パーセント（財務省告示による）（政府契約の支払遅延防止 
等に関する法律（昭和２４年法律第２５６号）第８条第１項本文による財 
務大臣が定める率）の率を乗じて計算した金額を遅延利息の額として、乙 
に支払わなければならない。ただし、その約定の支払時期までに支払いを 
しないことが天災地変等やむを得ない事由に因る場合は、特に定めのない 
限り当該事由の継続する期間は約定期間に算入せず、又は遅延利息を支払 
う日数に計算しないものとする。 

 

 

 

 

 

 

付録第３ 役務請負契約条項 

（支払遅延利息） 

第３１条 甲は、約定期間（第２８条第２項の期間をいう。以下同じ。）内に代金 
を乙に支払わない場合は、約定期間満了の日の翌日から支払いをする日ま 
での日数に応じ、未支払金額に対し年２．７パーセント（政府契約の支払 
遅延防止等に関する法律（昭和２４年法律第２５６号）第８条第１項本文 
による財務大臣が定める率）の率を乗じて計算した金額を遅延利息として 
乙に支払わなければならない。ただし、約定期間内に支払いをしないこと 
が天災地変等やむを得ない理由による場合は、当該理由の継続する期間は 
約定期間に算入せず、又は遅延利息を支払う日数に計算しないものとす 
る。 

 

 

付録第４ 糧食品売買契約条項 

（支払遅延利息） 

第１３条 甲は、前条に規定する約定期間内に代金を乙に支払わない場合は、約定 
期間満了の日の翌日から支払いをする日までの日数に応じ、未支払金額 
に対し年２．７パーセント（政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭 
和２４年法律第２５６号）第８条第１項本文による財務大臣が定める率） 
の率を乗じて計算した金額を遅延利息の額として、乙に支払わなければ 
ならない。ただし、その約定の支払時期までに支払いをしないことが天災 
地変等やむを得ない事由に因る場合は、特に定めのない限り当該事由の 
継続する期間は約定期間に算入せず、又は遅延利息を支払う日数に計算 
しないものとする。 
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新 旧 備考 

 

 

付録第５ 食器洗浄等業務部外委託契約条項 

（支払遅延利息） 

第１５条 甲は、約定期間（第１２条第２項の期間をいう。以下同じ。）内に代金を 
乙に支払わない場合は、約定期間満了の日の翌日から支払いをする日までの 
日数に応じ、未支払金額に対し年○．○パーセント（財務省告示による） 
（政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和２４年法律第２５６号） 
第８条第１項本文による財務大臣が定める率）の率を乗じて計算した金額を 
遅延利息として乙に支払わなければならない。ただし、約定期間内に支払い 
をしないことが天災地変等やむを得ない理由による場合は、当該理由の継続 
する期間は約定期間に算入せず、又は遅延利息を支払う日数に計算しないも 
のとする。 

 

 

付録第６ 給食業務部外委託契約条項 

（支払遅延利息） 

第１５条 甲は、約定期間（第１２条第２項の期間をいう。以下同じ。）内に代金を 
乙に支払わない場合は、約定期間満了の日の翌日から支払いをする日までの 
日数に応じ、未支払金額に対し年○．○パーセント（財務省告示による） 
（政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和２４年法律第２５６号） 
第８条第１項本文による財務大臣が定める率）の率を乗じて計算した金額 
を遅延利息として乙に支払わなければならない。ただし、約定期間内に支 
払いをしないことが天災地変等やむを得ない理由による場合は、当該理由 
の継続する期間は約定期間に算入せず、又は遅延利息を支払う日数に計算 
しないものとする。 

 

 

 

 

 

 

付録第５ 食器洗浄等業務部外委託契約条項 

（支払遅延利息） 

第１５条 甲は、約定期間（第１２条第２項の期間をいう。以下同じ。）内に代金を 
乙に支払わない場合は、約定期間満了の日の翌日から支払いをする日ま 
での日数に応じ、未支払金額に対し年２．７パーセント（政府契約の支払 
遅延防止等に関する法律（昭和２４年法律第２５６号）第８条第１項本文 
による財務大臣が定める率）の率を乗じて計算した金額を遅延利息とし 
て乙に支払わなければならない。ただし、約定期間内に支払いをしないこ 
とが天災地変等やむを得ない理由による場合は、当該理由の継続する期 
間は約定期間に算入せず、又は遅延利息を支払う日数に計算しないもの 
とする。 

 

 

付録第６ 給食業務部外委託契約条項 

（支払遅延利息） 

第１５条 甲は、約定期間（第１２条第２項の期間をいう。以下同じ。）内に代金を 
乙に支払わない場合は、約定期間満了の日の翌日から支払いをする日まで 
の日数に応じ、未支払金額に対し年２．７パーセント（政府契約の支払遅 
延防止等に関する法律（昭和２４年法律第２５６号）第８条第１項本文に 
よる財務大臣が定める率）の率を乗じて計算した金額を遅延利息として乙 
に支払わなければならない。ただし、約定期間内に支払いをしないことが 
天災地変等やむを得ない理由による場合は、当該理由の継続する期間は約 
定期間に算入せず、又は遅延利息を支払う日数に計算しないものとする。 
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新 旧 備考 

 

 

付録第７ 不動産賃貸借契約条項 

（支払遅延利息） 

第８条 甲は、第６条に規定する約定期間内に代金を乙に支払わない場合は、約定期 
間満了の日の翌日から支払いをする日までの日数に応じ、未支払金額に対し年 
○．○パーセント（財務省告示による）（政府契約の支払遅延防止等に関す 
る法律（昭和２４年法律第２５６号）第８条第１項本文による財務大臣が定 
める率）の率を乗じて計算した金額を遅延利息の額として、乙に支払わなけ 
ればならない。ただし、その約定の支払時期までに支払いをしないことが、 
天災地変等やむを得ない事由に因る場合は、特に定めのない限り、当該事由 
の継続する期間は、約定期間に算入せず、又は遅延利息を支払う日数に計算 
しないものとする。 

 

 

付録第９ 診療委託契約条項 

（支払遅延利息） 

第６条 甲は、前条に規定する約定期間内に代金を乙に支払わない場合は、約定期間 
満了の日の翌日から支払いをする日までの日数に応じ、未支払金額に対し年 
○．○パーセント（財務省告示による）（政府契約の支払遅延防止等に関する 
法律（昭和２４年法律第２５６号）第８条第１項本文による財務大臣が定める 
率）の率を乗じて計算した金額を遅延利息の額として、乙に支払わなければな 
らない。ただし、その約定の支払時期までに支払いをしないことが、天災地変 
等やむを得ない事由による場合は、特に定めのない限り、当該事由の継続する 
期間は、約定期間に算入せず、又は遅延利息を支払う日数に計算しないものと 
する。 

 

 

 

 

 

 

付録第７ 不動産賃貸借契約条項 

（支払遅延利息） 

第８条 甲は、第６条に規定する約定期間内に代金を乙に支払わない場合は、約定 
期間満了の日の翌日から支払いをする日までの日数に応じ、未支払金額に対 
し年２．７パーセント（政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和２４年 
法律第２５６号）第８条第１項本文による財務大臣が定める率）の率を乗じ 
て計算した金額を遅延利息の額として、乙に支払わなければならない。ただ 
し、その約定の支払時期までに支払いをしないことが、天災地変等やむを得 
ない事由に因る場合は、特に定めのない限り、当該事由の継続する期間は、約 
定期間に算入せず、又は遅延利息を支払う日数に計算しないものとする。 

 

 

 

付録第９ 診療委託契約条項 

（支払遅延利息） 

第６条 甲は、前条に規定する約定期間内に代金を乙に支払わない場合は、約定期 
間満了の日の翌日から支払いをする日までの日数に応じ、未支払金額に対し 
年２．７パーセント（政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和２４年法 
律第２５６号）第８条第１項本文による財務大臣が定める率）の率を乗じて 
計算した金額を遅延利息の額として、乙に支払わなければならない。ただし、 
その約定の支払時期までに支払いをしないことが、天災地変等やむを得ない 
事由による場合は、特に定めのない限り、当該事由の継続する期間は、約定期 
間に算入せず、又は遅延利息を支払う日数に計算しないものとする。 
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新 旧 備考 

 

 

付録第10 賃貸借契約条項 

（支払遅延利息） 

第６条 甲は、前条に規定する約定期間内に代金を乙に支払わない場合は、約定期間 
満了の日の翌日から支払いをする日までの日数に応じ、未支払金額に対し年 
○．○パーセント（財務省告示による）（政府契約の支払遅延防止等に関す 
る法律（昭和２４年法律第２５６号）第８条第１項本文による財務大臣が定 
める率）の率を乗じて計算した金額を遅延利息の額として、乙に支払わなけ 
ればならない。ただし、その約定の支払時期までに支払をしないことが、天 
災地変等やむを得ない事由に因る場合は、特に定めのない限り、当該事由の 
継続する期間は、約定期間に算入せず、又は遅延利息を支払う日数に計算し 
ないものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

付録第10 賃貸借契約条項 

（支払遅延利息） 

第６条 甲は、前条に規定する約定期間内に代金を乙に支払わない場合は、約定期 
間満了の日の翌日から支払いをする日までの日数に応じ、未支払金額に対し 
年２．７パーセント（政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和２４年法 
律第２５６号）第８条第１項本文による財務大臣が定める率）の率を乗じて 
計算した金額を遅延利息の額として、乙に支払わなければならない。ただし、 
その約定の支払時期までに支払をしないことが、天災地変等やむを得ない事 
由に因る場合は、特に定めのない限り、当該事由の継続する期間は、約定期間 
に算入せず、又は遅延利息を支払う日数に計算しないものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

 


